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株主各位

(証券コード9475)
2023年６月７日

株 主 各 位
東京都千代田区麹町三丁目１番地
株式会社昭文社ホールディングス
代表取締役社長 黒 田 茂 夫

【当社ウェブサイト】
https://www.mapple.co.jp/

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「投資家のみなさま
へ」「ＩＲニュース」を順に選択してご確認いただけます。）

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/9475/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に
「昭文社ホールディングス」又は「コード」に当社証券コード「9475」を　
入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書
類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

第64期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第64期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知
申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事
項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲
載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますよ
うお願い申しあげます。

　なお、当日のご出席に代えて、インターネット又は書面(郵送)等によって議決権を行使
することができますので、お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討のうえ、３頁から
４頁の「議決権行使についてのご案内」に従って、2023年６月28日（水曜日）午後５時ま
でに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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株主各位

１．日 時 2023年６月29日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都千代田区隼町１番１号

ホテル グランドアーク半蔵門 ４階 富士（東）
※本株主総会の運営に変更がある場合には、インターネット
上の当社ウェブサイト（https://www.mapple.co.jp/）に
てご案内をいたしますので、ご出席予定の株主様は、あら
かじめご確認くださいますようお願い申しあげます。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第64期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）事業

報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第64期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）計算
書類報告の件

決 議 事 項
議 案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行わ

れた議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。
(2)インターネットと書面(郵送)により重複して議決権を行使された場合

は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なもの
としてお取扱いいたします。

記

以　上

○当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申しあげます。

〇株主総会にご出席の株主様へのお土産の配布及びドリンクの提供はございませ
ん。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

〇株主総会にご出席を予定されている株主様におかれましては、ご自身の健康状
態にご留意いただき、体調がすぐれない場合等にはご無理をなさらず、ご来場
を見合わせていただくことをご検討ください。

○書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあ
わせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第15条の規定に基
づき、「新株予約権等の状況」、「業務の適正を確保するための体制及び当該
体制の運用状況」、「連結注記表」及び「個別注記表」を除いております。し
たがいまして、当該書面は、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査
をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部、ならびに会計監査人が会
計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部で
あります。

○電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサ
イトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してください
ますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

インターネットで議決権を

行使される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付

にご提出ください。

次ページの案内に従って、議

案の賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対

する賛否をご表示のうえ、切

手を貼らずにご投函くださ

い。

日　時 行使期限 行使期限

2023年６月29日（木曜日）

午前10時

2023年６月28日（水曜日）

午後5時入力完了分まで

2023年6月28日（水曜日）

午後5時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者に

反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を

ご記入ください。
XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない

場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
ログインID・仮パスワードを

入力する方法
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワ

ードを入力することなく、議決権行使サイトにロ

グインすることができます。

議決権行使

ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってく

ださい。
1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見本

見本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

※操作画面はイメージです。

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パ

スワード」を入力しクリックしてください。
2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク

0120－173－027
（通話料無料／受付時間 9：00～21：00）

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負

担となります。
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当事業年度の事業の状況

( 自　2022年４月１日
至　2023年３月31日 )

第64期　事業報告

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

業績全般の動向

当連結会計年度（2022年4月1日～2023年3月31日）におけるわが国の経

済は、新型コロナウイルス感染症抑制と経済活動の両立が進むもとで、

長引く資源高の影響を受けながらも徐々に持ち直しつつあります。輸出

や鉱工業生産は供給制約の影響が次第に和らぐ中で堅調に推移してお

り、企業収益は全体として高水準を維持、これにより設備投資も緩やか

に増加し、個人消費もサービス消費を中心として順調に増加いたしまし

た。夏場にはオミクロン変異株による流行第7波が、秋以降にはこれまで

最大規模となる流行第8波が年をまたぐ形で訪れ、医療体制がひっ迫する

等の大きな影響が出たものの、国や自治体による人々の行動制限は見送

られ、かつ県民割や全国旅行支援等の需要刺激策が追い風となり、当年

度を通じて旅行シーズンには行楽地が多くの人でにぎわうなど、当社グ

ループが主たる事業を営む旅行観光業界においても景気回復が目に見え

る状況となりました。2023年1月には厚労省から同感染症を季節性インフ

ルエンザと同等の5類に見直す方針が、同3月にはマスク着用を個々の判

断に委ねる方針が打ち出されるなど、社会全体がコロナ禍以前の生活環

境を取り戻す段階に入っております。国境をまたぐ渡航においては、各

国や地域における入国規制緩和が進む中、内外の金融政策の違いに加え

貿易収支が大幅な赤字に陥ったことで歴史的な円安が持続する事態とな

り、アウトバウンド業界では市場回復への懸念材料となる一方、インバ

ウンド業界の急速な市場回復が始まりつつあります。

このような状況において、当社グループにおきましては、長期化した

コロナ禍に対応すべくグループ内での事業再編や市販出版物事業におけ

る事業構造改革を実施し、またグループ全体において新たな収益機会の

獲得やさらなる業務の合理化及び効率化によるコストダウンに結び付け
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当事業年度の事業の状況

る戦略としてDXを積極的に導入・活用しております。また同時に国内の

急速な市況回復に対応すべく、市販出版物事業における商品の品揃えの

充実を進め、加えて脱炭素社会への対応等、アフターコロナに向けた新

たな製品・サービス開発等の取り組みにも注力しております。

当連結会計年度の売上高においては、オミクロン変異株による感染症

流行第7波及び第8波が訪れたものの、国や自治体による人々の行動規制

は見送られるなど年度全体を通じてコロナ禍が事業環境に及ぼす影響が

やわらぐもと、県民割や全国旅行支援等の需要刺激策も強い追い風とな

り、主力事業である市販出版物事業の売上が堅調に増加し、同様に広告

事業及び特注品事業の売上も回復、また、電子書籍の読み放題という新

たな収益モデルも売上増加に貢献いたしました。この結果、前年度に含

まれていた一部連結子会社の業績が上記の事業再編を経て連結対象から

外れた（下記セグメント別実績［その他事業］の記述をご参照くださ

い）ものの、売上高は55億53百万円となり前年に比べ9億33百万円

（20.2％）増加いたしました（前連結会計年度は46億19百万円）。損益

面におきましては、売上高の大幅な増加に加えて、特に市販出版物事業

における事業構造改革の効果が出たことや、一部連結子会社が連結対象

から外れたことにより売上原価、販売費及び一般管理費がともに減少

し、営業利益は1億32百万円となり、前年に比べ15億39百万円改善いたし

ました（前連結会計年度は14億7百万円の営業損失）。これに伴い、経常

利益は前年に比べ15億22百万円改善し2億34百万円となりました（前連結

会計年度は12億88百万円の経常損失）。また、特別損失において投資有

価証券評価損2億25百万円などを計上いたしましたが、親会社株主に帰属

する当期純利益は前年に比べ16億8百万円改善し、30百万円となりました

（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失15億78百万円）。

親会社株主に帰属する当期純利益においては、長期化したコロナ禍を経

て2020年3月期以来、3期ぶりに黒字化いたしました。
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当事業年度の事業の状況

区 分 売上高（千円） 構成比（％） 前期比（％）

メ デ ィ ア 事 業 3,911,896 70.5 ＋32.3

ソリューション事業 1,572,519 28.3 ＋6.4

そ の 他 事 業 68,756 1.2 －62.6

合 計 5,553,172 100.0 ＋20.2

当連結会計年度の分類別売上高の概況は次のとおりであります。

② 設備投資の状況

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は、１億54百万円であ

ります。主な内容は、各種サービスに活用するソフトウエア等１億45百万

円及び車両運搬具・OA機器などの有形固定資産9百万円であります。

③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

該当事項はありません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第61期

2020年３月期
第62期

2021年３月期
第63期

2022年３月期

第64期
(当連結会計年度)

2023年３月期

売 上 高(千円) 8,073,765 6,313,747 4,619,475 5,553,172

経 常 損 益(千円) 15,330 △1,415,294 △1,288,146 234,459

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 損 益

(千円) 129,967 △2,374,272 △1,578,140 30,139

１株当たり当期純損益(円) 7.15 △130.62 △86.82 1.66

総 資 産(千円) 18,817,926 16,872,511 15,250,640 15,579,627

純 資 産(千円) 15,212,840 13,286,996 10,461,793 10,513,755

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１. 第61期において売上高が減少した要因は、市販出版物の売上減少などによるもので

す。経常損益が経常利益に転じた要因は、前連結会計年度に実施した希望退職者の募

集の影響による人件費の改善などによるものです。親会社株主に帰属する当期純利益

が経常利益を大幅に上回った要因は、横浜営業所の土地及び建物を譲渡したことによ

るものです。

２. 第62期において売上高が減少した要因は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、

市販出版物の売上減少や海外にあるアクティビティ施設の営業休止などによるもので

す。経常損失を計上した要因は、主に前述の売上高の減少によるものです。親会社株

主に帰属する当期純損失が経常損失を大幅に上回った要因は、連結子会社が保有する

固定資産について減損損失を計上したことによるものです。

３．第63期において売上高が減少した要因は、前連結会計年度に不動産事業として売上収

益に計上した固定資産の譲渡に相当する規模の売上がなかったことなどによるもので

す。経常損失が改善した要因は、コストコントロールを徹底したことで売上原価、販

売費及び一般管理費が減少したことなどによるものです。親会社株主に帰属する当期

純損失が大幅に改善した要因は、減損損失の計上額が大幅に減少したことによるもの

です。

４．第64期において売上高が増加した要因は、市販出版物の売上増加などによるもので

す。経常損益が経常利益に転じた要因は、売上が大幅に増加したことに加えて売上原

価、販売費および一般管理費が減少したことによるものです。親会社株主に帰属する

当期純利益が経常利益を大幅に下回った要因は、投資有価証券評価損などを計上した

ことによるものです。

５. 第62期より表示方法の変更を行っており、第61期につきましても、当該表示方法を反

映した組替後の数値を記載しております。

６．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第63期

より適用しております。
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重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議決権比率

主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 昭 文 社 100百万円 100.0% 地図・旅行情報等の出版

株 式 会 社 マ ッ プ ル 100百万円 100.0% ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを活用した
サービスの提供

株式会社マップル・オン 80百万円 100.0%

モバイル（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ）向けア
プリケーションソフトの企
画開発・販売及びWeb広告事
業

株式会社昭文社クリエイティブ 100百万円 100.0%
当社電子事業であるデータ
ベースの企画・制作

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
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(4) 対処すべき課題

近年、情報提供方法のメインストリームは従来の紙媒体から電子媒体へと
移行し、多種多様な情報を多くの利用者に大量かつリアルタイムで提供する
ことが可能となってきたために、これまでの事業形態をそのまま維持継続す
るのはますます困難な事業環境となっております。そこで旧来の体制におけ
る課題を打開すべく、事業ごとの最新状況の透明化と意思決定のさらなる迅
速化を図りつつ、グループ全体の戦略マネジメント機能を事業経営から分離
することを主眼として、当社グループは2020年4月1日より、持株会社が事業
会社を子会社とするいわゆるホールディングス体制に移行いたしておりま
す。また、これに合わせて当社グループの経営の中核となる経営理念を『安
心な暮らしと楽しい旅をサポートする企業』に刷新し、この新たな経営理念
に基づき、下記を経営方針として取り決めております。
『当社グループは、地図や実用情報・サービスの提供により、人々の安心

な暮らしを支える環境づくりに貢献するとともに、旅やお出かけの特選情
報・サービスの提供により、人々の幸せの記憶づくりのお手伝いを行ってま
いります。これを実現すべく、協力会社・提携企業との共生を図りながら、
情報収集・提供のノウハウ・技術を獲得、蓄積してまいります』
当社グループを取り巻く経営環境及び対処すべき課題等については、以下

の通りに認識しております。
まずWEBやスマホアプリの普及拡大により、絶えず情報無料化の波にさらさ

れるようになったことがあげられます。無料情報を通じて大量のユーザーを
囲い込み、広告やクーポン配布を通じて物品・サービスの購入に導くタイプ
のWEBやアプリ媒体が広範に普及したことに加えて、ブログ・SNS・動画配信
アプリといったユーザー発信・共有型メディアが普及し、ユーザー相互間の
情報交流が一般化するとともに一次情報に対するユーザーの評価・コメント
等が二次情報として注目されるようになりました。こうした時代にあって単
なる情報はすでに価値が乏しく、情報に合わせてどのような付加価値を提供
していくかが重要な課題であると認識し対応してまいりました。例えば、独
自の情報源や取捨選択ノウハウにより収集した特選情報を斬新な切り口で提
供すること、ユーザー個々の価値観や趣味嗜好に寄り添うブランドを育成し
公式SNSの運営等を通じて親しみを感じ信頼していただける情報として提供す
ること、情報のみならず独自のサービスやソリューション等の付加価値を添
えて提供すること、等々であります。また同時に、電子媒体の普及はこれま
での版元、取次、書店といった出版物の流通のあり方にも大きな影響が及
び、出版物の流通の一部をネット書店が担うようになり、電子書籍市場も着
実に拡大してまいりました。このため従来のやり方を見直し、出版物の流通
在庫を最適化する一方、営業や間接業務における合理化・省力化に積極的に
取り組むことでコスト構造改革を進め、併せて事業拠点の統廃合・再配置等
も実施してまいりました。

－ 10 －



2023/05/25 12:19:13 / 22946583_株式会社昭文社ホールディングス_招集通知_電子提供措置用

対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所

さらに、最新のAI応用技術においては、従来とは桁違いのビッグデータを
用いてユーザー個々のよりきめ細かなニーズに対応した情報やサービスの提
供が可能になるばかりでなく、企業の生産・営業活動の様々な領域において
現在ひとが従事している多くの業務を置き換えていくことさえ期待されてお
ります。こうした環境変化に対し、当社グループとしても、従来の市販出版
物事業やソリューション事業を行うことと並行して、これまで以上にWEBやス
マホアプリ、電子書籍等、電子媒体による情報提供に注力し、最新の技術や
ノウハウを蓄積することで、より使いやすく利便性の高い情報提供やソリュ
ーションのあり方に取り組んでいくことが重要な課題であると認識しており
ます。加えて、グループ各社の事業を支える業務全般についてDX（デジタル
トランスフォーメーション）を採り入れることでさらなる合理化・効率化へ
の変革も進めております。具体的には、間接業務を含むすべての業務におけ
るテレワーク、オンライン会議、ペーパーレス化等、営業におけるWEB営業、
ウェビナー、オンライン決済等、制作におけるWEB編集・校正等によるもので
あります。
こうした課題認識の中、2019年に初めて確認された新型コロナウイルス感

染症が瞬く間に世界中に拡大してパンデミックとなりました。同感染症は国
内でも数次にわたって波状的に流行し、それに対応する政府や自治体による
緊急事態宣言やそれに準じる措置が繰り返し発出されたことで、飲食・宿泊
サービス業、旅客輸送業、旅行関連業界が長期にわたる停滞を余儀なくさ
れ、また、国境をまたぐ渡航については見通しが立たない局面が継続する
等、当社グループを取り巻く事業環境が甚大な影響を受けることとなりまし
た。当社グループとしても、喫緊の課題として上記DXを含めコスト構造改革
となる施策を矢継ぎ早に実施してまいりましたが、かかる事態が長期に及ん
だため、さらなる事業再編、構造改革に踏み込んだ対策が必要との認識に立
ち、市販出版物事業において営業及び物流拠点の統廃合を実施した上、事業
戦略に沿った人員体制の適正化のために希望退職者の募集を行い、また、観
光事業及びそのバックヤード業務が中心となるコールセンター事業において
は、第三者割当増資や持ち株譲渡等の施策を通じて当社グループの事業から
除外することとなりました。
世界中がコロナ禍に見舞われて以来三年余りが経過し、なお新変異株の出

現による流行の波が訪れる懸念は残るものの、ワクチンの追加接種や治療薬
の普及浸透により、事業環境に及ぼす影響は次第に軽微なものになっていく
ことが期待されております。当社グループとしては、今般の緊急事態を乗り
切るための事業再編、構造改革を経た今、アフターコロナ時代に向け、引き
続きDXによる様々な施策、新規事業開発、業務提携による商品・サービス開
発等を積極的に推進しつつ、グループの柱となる各事業を早期に再生し、か
つ再成長の軌道に乗せることが重要な課題であると認識し、この課題にグル
ープ一丸となって取り組んでまいります。
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株主の皆様には、引き続きあたたかいご理解とご支援を賜りますよう、よ
ろしくお願い申しあげます。

(5) 主要な事業内容（2023年３月31日現在）

当社グループは、独自開発による地図データ・ガイドデータを中核とし、
それを活用した地図・雑誌・ガイドブックの企画・制作及び出版販売や、デ
ジタルデータベースの企画・制作・販売およびそれらを活用したサービスの
提供等「地図・旅行情報提供事業」を展開しております。

当社グループの主要な事業内容は以下のとおりであります。

[メディア事業]
市販出版物及び電子書籍・アプリの販売、雑誌広告・WEB広告の販売、出
版物に由来するブランドや商標権の権利許諾等

[ソリューション事業]
当社グループのコアコンピタンスである地図・ガイドデータベースの販
売、同データベースを活用したシステム製品やソリューションの販売等

[その他事業]
当社グループが保有する土地・建物等の有形固定資産の譲渡、賃貸

株 式 会 社 昭 文 社
ホ ー ル デ ィ ン グ ス

本 社 東京都千代田区麹町三丁目１番地

商品センター 大阪府摂津市

製本センター 埼玉県加須市

株 式 会 社 昭 文 社

本 社 東京都千代田区麹町三丁目１番地

制 作 本 部 東京都江東区

支 社 大阪府吹田市

株 式 会 社 マ ッ プ ル 本 社 東京都千代田区麹町三丁目１番地

株 式 会 社 マ ッ プ ル ・ オ ン 本 社 東京都千代田区二番町1-2-731

株 式 会 社 昭 文 社 ク リ エ イ テ ィ ブ 本 社 千葉県市原市五井中央西2-8-33-402

(6) 主要な営業所（2023年３月31日現在）

①　当社の主要な事業所

②　子会社
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事 業 区 分 使 用 人 数 （ 名 ）
前 連 結 会 計 年 度
末 比 増 減 ( 名 )

メディア事業 97 ［7］ －6

ソリューション事業 106 ［12］ ＋11

その他事業 － ［-］ －

全社（共通） 29 ［37］ －2

合計 232 ［56］ ＋3

使 用 人 数 （ 名 ） 前 事 業 年 度 末 比 増 減 （ 名 ) 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

29［37］ －2 47.9歳 19.6年

(7) 使用人の状況（2023年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当

社グループへの出向者を含む）であり、嘱託社員・契約社員及び臨時従業員（１人１日７

時間換算、年間平均人員）については［　］内に外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含

む）であり、嘱託社員・契約社員及び臨時従業員（１人１日７時間換算、年間平均人

員）については［　］内に外数で記載しております。

２. 平均年齢・平均勤続年数は当社から社外への出向者を含んでおりません。

借 入 先 借 入 額

千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 470,000

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 170,000

株 式 会 社 り そ な 銀 行 130,000

(8) 主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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①　発行可能株式総数 57,000,000株

②　発行済株式の総数 18,178,173株

③　株主数 23,854名

株 主 名 持　　株　　数 持　株　比　率

千株 ％

黒 田 敏 夫 3,574 19.66

黒 田 茂 夫 1,703 9.37

株 式 会 社 エ ム テ ィ ー ア イ 1,688 9.29

株 式 会 社 Ｍ Ｇ Ｓ Ｈ Ｄ 1,674 9.21

Ｓ Ｐ Ｓ Ｈ Ｄ 株 式 会 社 1,673 9.20

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 477 2.62

株 式 会 社 Ｍ Ｔ － Ａ ｐ ｐ 352 1.93

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 250 1.37

昭 文 社 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 社 員 持 株 会 202 1.11

株 式 会 社 フ ァ ウ ン ダ ー マ ッ プ ル 180 0.99

２．会社の現況

(1) 株式の状況（2023年３月31日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式（951株）を控除して計算しております。
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地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 黒 田 茂 夫
株式会社昭文社取締役

株式会社マップル・スプリング代表取締役社長

取 締 役 加 藤 　 弘 之

管理本部長

株式会社昭文社取締役

株式会社マップル監査役

株式会社昭文社クリエイティブ監査役

株式会社マップル・オン監査役

取 締 役 上 原 　 嗣 則 株式会社MEGURU代表取締役

取 締 役
（監査等委員）

飯 塚 　 新 真 株式会社昭文社監査役

取 締 役
（監査等委員）

関 　 聡 介 弁護士　エレマテック株式会社社外取締役

取 締 役
（監査等委員）

桑　野　雄一郎 弁護士　豊田通商株式会社社外監査役

(3) 会社役員の状況
①　取締役の状況（2023年３月31日現在）

（注）１. 取締役（監査等委員）関聡介氏及び桑野雄一郎氏は社外取締役であります。

２. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高

め、監査・監督機能を強化するために、飯塚新真氏を常勤の監査等委員として選定し

ております。

３. 取締役（監査等委員）関聡介氏及び桑野雄一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独

立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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②　責任限定契約の内容の概要
　当社と取締役（業務執行取締役等である取締役を除く。）は、会社法第427条第１項の規

定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当

該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

③　補償契約の内容の概要
　当社は、取締役全員と会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同

項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償すること

としております。

④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の役員（但し、会

計監査人は含まない）であり、保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険

者の実質的な保険料負担はありません。

　当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又

は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填

することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因

して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。

⑤　当事業年度に係る取締役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年4月23日開催の取締役会において、2022年3月期からの取締役の個人別

の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、

あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

＜役員報酬の決定に関する方針＞

１. 基本方針

当社の取締役の報酬は、基本報酬（月額報酬）及び業績連動報酬（役員賞与）で

構成されており、中長期的な企業価値向上を踏まえた制度設計としております。

２. 基本報酬の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関す

る方針を含む。）

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、世間水準および経営内容、従

業員給与とのバランス等を考慮し、また、委員の過半数が社外取締役で構成され

る報酬諮問委員会の意見も踏まえたうえ、

⑴監査等委員以外の各取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内に

おいて取締役会で決定するものとします。

⑵監査等委員である各取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内に

おいて監査等委員の協議で決定するものとします。

３. 業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時

期または条件に関する方針を含む。）

当社の取締役の業績連動報酬は、取締役（監査等委員以外）を対象とした年額の

役員賞与とし、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベ

ンチマークとする報酬水準を踏まえ、また、報酬諮問委員会の意見も踏まえたう

え、

－ 16 －



2023/05/25 12:19:13 / 22946583_株式会社昭文社ホールディングス_招集通知_電子提供措置用

株式の状況、会社役員の状況

⑴まず、当該事業年度における全取締役（監査等委員以外）共通の支給基本割合

（基本報酬の額に対する比率。基本報酬の額の25％を目安とする。）を、取締

役会で決定するものとします。

⑵その上で、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、年間計画に基

づき設定した各事業年度の目標売上高および経常利益に対する達成度等に応

じ、各取締役（監査等委員以外）につき、前号で決定した支給基本割合に対し

て0％～200％の範囲で算出した各支給割合を取締役会で決定し、前記2(1)で決

定された各基本報酬額に各支給割合を乗じて算出される金額を、各取締役（監

査等委員以外）に対して現金報酬として、毎年一定の時期に支給するものとし

ます。

４. 代表取締役社長への委任

上記2(1)及び3(2)の決定にあたっては、取締役会は、その決議に基づき代表取締

役社長にその具体的内容の決定を委任することがありますが、この場合において

も、委任を受けた代表取締役社長は、報酬諮問委員会の意見を踏まえて当該具体

的内容の決定を行うものとします。この権限を委任する理由は、当社全体の業績

を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適している

ためであります。

当事業年度の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬（総額及び個人別の

報酬）の決定につきましては、2022年6月29日に取締役会にて以下のとおり決議いたしま

した。

・業績連動分については支給割合を一律０とする

・役員報酬の基本分については報酬諮問委員会の意見も踏まえたうえで（総会決議の

範囲内で）社長である黒田茂夫に一任とする

なお、報酬諮問委員会の答申については次のとおりです。

【期間】

 2022年7月1日から2023年6月末まで

【役員報酬のこの期間における内訳】

 役員報酬金額は、基本分を８：業績分を２とする。

【役員報酬のこの期間における全体方針】

業績分２については一律０とし、基本部分８についても取締役ごとに業績を勘案して

取り決めることとする。

取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会の答申を受けたうえで

報酬等の内容を決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断し

ています。
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区 分
報酬等の総額

（千円）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額
（千円）

対象となる
役員の員数
（名）基 本 報 酬 業績連動報酬

取 締 役
（監査等委員を除く。）
（うち社外取締役）

57,126
（－）

57,126
（－）

－
（－）

3
（－）

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）
（うち社外取締役）

20,304
（10,800）

20,304
（10,800）

－
（－）

3
（2）

合 計
（うち社外取締役）

77,430
（10,800）

77,430
（10,800）

－
（－）

6
（2）

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の支給額には、使用人兼務取締役の使用

人分給与は含まれておりません。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2016年６月29日開催の

定時株主総会において年額300百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）と決議

いただいております。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額に

は、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。なお、当該決議

時の対象は取締役６名（うち社外取締役１名）であります。

３. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月29日開催の定時株主総会において

年額50百万円以内と決議いただいております。なお、当該決議時の対象は取締役（監

査等委員）３名（うち社外取締役２名）であります。
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出席状況、発言状況及び社外取締役が果たすことが期待される役

割に関して行った職務の概要

取締役（監査等委員）

関　　　聡介

当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回（100%）、

監査等委員会25回のうち25回（100%）に出席いたしました。

主に弁護士としての専門的見地からコンプライアンス面を重

視した助言をいただくことを期待し、当該観点から意思決定

の妥当性・適法性を確保するための助言・提言を行っており

ます。

取締役（監査等委員）

桑野　雄一郎

当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回（100%）、

監査等委員会25回のうち25回（100%）に出席いたしました。

主に弁護士としての専門的見地からコンプライアンス面を重

視した助言をいただくことを期待し、当該観点から意思決定

の妥当性・適法性を確保するための助言・提言を行っており

ます。

⑥　社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役関聡介氏は、エレマテック株式会社の社外取締役であります。当

社と同社との間には特別な関係はありません。

取締役桑野雄一郎氏は、豊田通商株式会社の社外監査役であります。当

社と同社との間には特別な関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

・上記の取締役会の開催回数のほか､会社法第370条及び当社定款第27条の

規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が3回あり

ました。
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監 査 法 人
Ａ ＆ Ａ パ ー ト ナ ー ズ

１．当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 33,000千円

２．当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その
他の財産上の利益の合計額

33,000千円

(4) 会計監査人の状況

①　名称　監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

②　報酬等の額

 (注) １. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないた

め、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額はこれらの合計額を記載して

おります。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬

見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、

会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容

該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再

任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める

項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会

計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委

員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、解任の旨及びその

理由を報告いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） （負債の部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

退職給付に係る資産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

7,588,145

4,741,144

1,735,774

883,329

137,623

258

90,294

△278

7,991,481

4,344,619

1,260,806

10,675

94,013

2,979,124

64,673

64,673

3,582,188

2,101,771

1,363,592

162,305

△45,480
　

流 動 負 債 4,080,398

支払手形及び買掛金 577,548

短 期 借 入 金 770,000

未 払 費 用 159,911

未 払 法 人 税 等 23,566

未 払 消 費 税 等 135,594

返 金 負 債 2,173,761

賞 与 引 当 金 169,770

そ の 他 70,245

固 定 負 債 985,473

繰 延 税 金 負 債 653,086

退職給付に係る負債 94,975

そ の 他 237,410

負 債 合 計 5,065,871

（純資産の部）

株 主 資 本 9,692,760

資 本 金 10,141,136

資 本 剰 余 金 4,168,372

利 益 剰 余 金 △4,616,223

自 己 株 式 △524

その他の包括利益累計額 820,995

その他有価証券評価差額金 892,980

退職給付に係る調整累計額 △71,985

純 資 産 合 計 10,513,755

資 産 合 計 15,579,627 負 債 純 資 産 合 計 15,579,627

連 結 貸 借 対 照 表
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( 自　2022年４月１日
至　2023年３月31日 )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 5,553,172

売 上 原 価 3,523,635

売 上 総 利 益 2,029,536

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,897,357

営 業 利 益 132,178

営 業 外 収 益

受 取 利 息 137

受 取 配 当 金 45,680

受 取 賃 貸 料 2,840

助 成 金 収 入 39,881

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 4,435

為 替 差 益 1,174

古 紙 売 却 収 入 4,930

投 資 事 業 組 合 運 用 益 11,317

そ の 他 4,585 114,981

営 業 外 費 用

支 払 利 息 11,357

そ の 他 1,343 12,700

経 常 利 益 234,459

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 122,105

会 員 権 売 却 益 713 122,819

特 別 損 失

減 損 損 失 70,413

投 資 有 価 証 券 評 価 損 225,663 296,076

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 61,202

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 27,392

法 人 税 等 調 整 額 3,669 31,062

当 期 純 利 益 30,139

親会社株主に帰属する当期純利益 30,139

連 結 損 益 計 算 書
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連結株主資本等変動計算書

( 自　2022年４月１日
至　2023年３月31日 )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2022年４月１日期首残高 10,141,136 4,168,372 △4,646,363 △524 9,662,620

連結会計年度中の変動額

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

30,139 30,139

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

－

連結会計年度中の変動額合計 － － 30,139 － 30,139

2023年３月31日期末残高 10,141,136 4,168,372 △4,616,223 △524 9,692,760

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額 合 計

2022年４月１日期首残高 818,742 △19,568 799,173 10,461,793

連結会計年度中の変動額

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

30,139

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

74,238 △52,416 21,821 21,821

連結会計年度中の変動額合計 74,238 △52,416 21,821 51,961

2023年３月31日期末残高 892,980 △71,985 820,995 10,513,755

連結株主資本等変動計算書
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貸借対照表

（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） （負債の部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

前 払 年 金 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

3,541,918

3,455,022

8,019

20,697

58,179

8,656,220

4,332,134

1,247,553

5,243

3,238

7,436

89,537

2,979,124

12,155

12,155

4,311,930

2,086,161

1,325,716

1,452,990

443,974

97,635

△1,094,547
　

流 動 負 債 1,203,465

買 掛 金 234,188

短 期 借 入 金 770,000

未 払 費 用 63,298

未 払 法 人 税 等 10,139

未 払 消 費 税 等 15,875

賞 与 引 当 金 26,392

そ の 他 83,571

固 定 負 債 568,276

繰 延 税 金 負 債 330,865

長 期 未 払 金 174,300

長 期 預 り 保 証 金 63,110

負 債 合 計 1,771,741

（純資産の部）

株 主 資 本 9,533,447

資 本 金 10,141,136

資 本 剰 余 金 4,168,372

資 本 準 備 金 4,076,769

そ の 他 資 本 剰 余 金 91,603

利 益 剰 余 金 △4,775,536

そ の 他 利 益 剰 余 金 △4,775,536

繰 越 利 益 剰 余 金 △4,775,536

自 己 株 式 △524

評価・換算差額等 892,949

その他有価証券評価差額金 892,949

純 資 産 合 計 10,426,397

資 産 合 計 12,198,139 負 債 純 資 産 合 計 12,198,139

貸　借　対　照　表
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損益計算書

( 自　2022年４月１日
至　2023年３月31日 )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 1,171,478

売 上 原 価 452,845

売 上 総 利 益 718,633

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 633,124

営 業 利 益 85,509

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 71,557

受 取 賃 貸 料 2,840

助 成 金 収 入 28,706

投 資 事 業 組 合 運 用 益 11,317

そ の 他 4,185 118,605

営 業 外 費 用

支 払 利 息 11,357

そ の 他 1,110 12,467

経 常 利 益 191,647

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 122,063

会 員 権 売 却 益 713

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 464,932 587,709

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0

投 資 有 価 証 券 評 価 損 224,050

関 係 会 社 株 式 評 価 損 368,512 592,562

税 引 前 当 期 純 利 益 186,794

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 19,831

法 人 税 等 調 整 額 △4,481 15,349

当 期 純 利 益 171,445

損　益　計　算　書
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株主資本等変動計算書

( 自　2022年４月１日
至　2023年３月31日 )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資 本

準 備 金

そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計

繰 越 利 益
剰 余 金

2022年４月１日期首残高 10,141,136 4,076,769 91,603 4,168,372 △4,946,981 △4,946,981 △524 9,362,002

事業年度中の変動額

当 期 純 利 益 171,445 171,445 171,445

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － － － 171,445 171,445 － 171,445

2023年３月31日期末残高 10,141,136 4,076,769 91,603 4,168,372 △4,775,536 △4,775,536 △524 9,533,447

評価・換算差額等

純 資 産 合 計
そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2022年４月１日期首残高 818,705 818,705 10,180,708

事業年度中の変動額

当 期 純 利 益 171,445

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 ( 純 額 )

74,243 74,243 74,243

事業年度中の変動額合計 74,243 74,243 245,688

2023年３月31日期末残高 892,949 892,949 10,426,397

株主資本等変動計算書
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連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 永 利 浩 史

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 三 浦 英 樹

独立監査人の監査報告書
2023年５月12日

株式会社昭文社ホールディングス

取 締 役 会 　 御 中

監査法人A&Aパートナーズ

東京都中央区

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社昭文社ホールディングス

の2022年４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行

った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、株式会社昭文社ホールディングス及び連結子会社からなる企業集

団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ

て、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を

果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。

連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の

記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の

報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお

らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の

過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識と

の間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他

の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断し

た場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な

虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統

制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を

作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を

開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行

を監視することにある。
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連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書に

おいて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正

又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意

思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過

程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判

断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは

ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す

るために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象

又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に

関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切

でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類

の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示

しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する

十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監

督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過

程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め

られているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する

規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及

び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報

告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 永 利 浩 史

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 三 浦 英 樹

独立監査人の監査報告書
2023年５月12日

株式会社昭文社ホールディングス

取 締 役 会 　 御 中

監査法人A&Aパートナーズ

東京都中央区

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社昭文社ホールディ

ングスの2022年４月１日から2023年３月31日までの第64期事業年度の計算書類、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以

下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の

責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、

会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監

査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
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計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の

記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の

報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過

程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間

に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記

載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断し

た場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を

整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成

することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示

する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行

を監視することにある。
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計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお

いて独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は

誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定

に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過

程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判

断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象

又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に

関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項

に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でな

い場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査

人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状

況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表

示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

るかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過

程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め

られているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する

規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及

び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報

告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第64期事業年度における取

締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告い

たします。

１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役

会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取

締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて

説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

　 ① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担

等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等か

らその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類

等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、

子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要

に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　 ② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検

証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて

説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保する

ための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ

て説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連

結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記

表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告

－ 33 －
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監査等委員会の監査報告

２．監査の結果

 (1) 事業報告等の監査結果

　 ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。

　 ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません。

　 ③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指

摘すべき事項は認められません。

 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人監査法人Ａ＆Ａパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

 (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人監査法人Ａ＆Ａパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月12日

　　　　　株式会社昭文社ホールディングス　監査等委員会

常 勤 監 査 等 委 員 飯　塚　新　真 ㊞

監 査 等 委 員 関 　 聡 介 ㊞
監 査 等 委 員 桑　野　雄一郎 ㊞

（注）監査等委員関聡介及び桑野雄一郎は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定

する社外取締役であります。

以　上
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候補者

番　号

（フリガナ）

氏　　　　名

（生年月日）

略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）

所有する当

社株式の数

１

ｸﾛﾀﾞ　ｼｹﾞｵ

黒   田   茂   夫

(1965年７月10日)

1992年３月 当社入社

1998年７月 当社ＧＩＳ営業本部長

1999年６月 当社取締役

2002年６月 当社常務取締役

2005年10月 当社代表取締役社長（現任）

株

1,703,300

（重要な兼職の状況）

　株式会社昭文社 取締役

　株式会社マップル・スプリング 代表取締役社長

取締役候補者とした理由

当社営業部門における豊富な経験と実績に加え、当社の

代表取締役として経営を担い、高い見識と能力を有して

おり、引き続き取締役候補者といたしました。

株主総会参考書類

議　　案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）全員

（３名）が本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締

役３名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見

はございませんでした。

取締役候補者は次のとおりであります。

－ 35 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候補者

番　号

（フリガナ）

氏　　　　名

（生年月日）

略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）

所有する当

社株式の数

２

ｶﾄｳ　ﾋﾛﾕｷ

加　 藤 　弘 　之

(1974年６月20日)

2007年４月 当社入社

2017年12月 当社執行役員管理本部長

株式会社昭文社クリエイティブ監査役

（現任）

株式会社マップル・オン監査役（現任）

2019年４月 当社執行役員管理統括本部長

2020年１月 当社取締役管理統括本部長

2020年４月 当社取締役管理本部長（現任）

株

7,200

（重要な兼職の状況）

　株式会社昭文社 取締役

　株式会社マップル 監査役

　株式会社昭文社クリエイティブ 監査役

　株式会社マップル・オン 監査役

取締役候補者とした理由

当社管理部門における豊富な経験と実績に加え、当社

の取締役、子会社監査役として経営に携わり、高い見

識と能力を有しており、引き続き取締役候補者といた

しました。

－ 36 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候補者

番　号

（フリガナ）

氏　　　　名

（生年月日）

略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）

所有する当

社株式の数

３

ｳｴﾊﾗ　ﾂｸﾞﾉﾘ

上　 原 　嗣 　則

(1968年９月８日)

2014年９月 グルヤク株式会社設立 代表取締役社長

2016年３月 株式会社トラベラーズ入社

2017年２月 当社入社

2017年４月 当社執行役員デジタルメディア事業本部

長

2017年12月 当社社長室長

2018年６月 当社取締役

2019年６月 当社専務取締役

2021年６月 当社取締役（現任）

株

4,500

（重要な兼職の状況）

　株式会社MEGURU 代表取締役

取締役候補者とした理由

前職での海外事業における豊富な経験と実績に加え、

当社の取締役として経営に携わり、高い見識と能力を

有しており、引き続き取締役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　　　２．取締役候補者にかかる補償契約の締結について

　当社は、当社の成長に向けた積極果断な経営判断を支えるため、各候補者と会社法第

430条の２第１項に規定する補償契約を締結し、同項第1号の費用及び同項第２号の損失を

法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。本議案が原案どおり承

認可決され、各候補者が再任された場合は、当社は各氏との当該契約を継続する予定であ

ります。

　　　３．取締役候補者にかかる役員等賠償責任保険契約について

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との

間で締結し、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険

契約により補填することとしております。本議案が原案どおり承認可決され、各候補者が

再任された場合は、各候補者は、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとな

り、また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以上
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（ご参考）取締役スキルマトリックス

氏　　名
当 社 に
おける地位

属性

取 締 役 の 専 門 性

経 営 国際経験
営業・マー
ケティング

法務・
リスク管理

財務・会計 業界の知見

黒田茂夫
代表取締役
社長

社内 ● ●

加藤弘之 取締役 社内 ● ●

上原嗣則 取締役 社内 ● ● ●

飯塚新真
取締役
監査等委員

社内 ●

関　聡介
取締役
監査等委員

社外
独立

●

桑野雄一郎
取締役
監査等委員

社外
独立

●

（ご参考）

取締役スキルマトリックス

－ 38 －
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株主優待に関するお知らせ

株主優待に関するお知らせ

　当社では、当社グループの事業についてより深くご理解いただきたく、株主優

待制度として、2023年3月末日現在、100株以上ご所有の株主様に3,000円相当の

当社グループ商品を進呈しております。

１．本年の株主優待について

　当社グループの商品ラインナップから株主の皆様に複数お選びいただく方式

といたします。商品ラインナップ、優待品の選択専用WEBページへのアクセス

方法、操作方法につきましては、対象の株主様へ、本定時株主総会後にお送り

いたします年次報告書とあわせて別紙にてご案内させていただきます。

２．お申し込み期間について

　本年の優待品お申し込み受付期間は2023年６月30日～2023年７月31日までを

予定しております。

３．優待品の発送時期について

商品の発送は2023年９月中旬頃を予定しております。

　その他株主優待に関する詳細につきましては、後日お送りいたします別紙ご案

内をご確認ください。

－ 39 －
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地図

株主総会会場ご案内図

東京都千代田区隼町１番１号
ホテル グランドアーク半蔵門 ４階 富士(東)
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山下書店

1番出口

6番出口を出て、麹町1丁目交差点
を渡り右折、「ファミリーマート」
のある交差点を左折してください。
徒歩で約3分です。

1番出口を出て、麹町大通りを「パレットプラザ」
方面に進み、麹町1丁目交差点を右折、
「ファミリーマート」のある交差点を左折してく
ださい。徒歩で約10分です。
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○東京メトロ有楽町線　麹町駅からは…………………１番出口より、徒歩約10分


